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◆ 在宅医療連携拠点事業通信 ◆ 第12回
■問い合わせ　保険課連携推進係　☎21-０３０４

　今回の連携通信は、前回に引き続き、司法書士の林忠治
先生に「成年後見制度」についてお話を伺ってきました。
　「成年後見制度」は聞き慣れない言葉かもしれませんが、
判断能力が不十分な方を支える制度です。本人の生活や財
産の管理などを、本人の意思を尊重しながら支援します。
　「成年後見制度」には二つの制度があります。一つは、将
来、判断能力が不十分になったときに備えてあらかじめ「支
援してくれる人」や「支援内容」を決めておく「任意後見制度」です。もう一つは、判断能力が不十分にな
ったとき、本人が不利益を被らないように家庭裁判所に後見人をつけてもらう「法定後見制度」です。
　「任意後見制度」は支援内容を後見人予定者と事前に打ち合わせをすることができるので、自分の希望を
実現できるというメリットがあります。一方で、親族以外の方が後見人予定者となった場合、依頼者の判断
能力の低下を把握しにくいというデメリットがあります。
　「法定後見制度」は、判断能力の段階に応じて「後見」「保佐」「補助」の三段階があり、後見人の権限が異
なります。法定後見制度では、もし自分が不利益な契約を締結してしまった場合でも、取り消すことができ
るなどのメリットがありますが、後見人が選任されるまでに時間が掛かるなどのデメリットがあります。
　また「複数後見」という、後見人を複数で担う事も可能であり、財産管理と身上監護を分けることで、よ
り専門的な分野でのサポートが実現します。
　超高齢社会に突入した日本では、成年後見制度を利用する人の数が増加傾向にあり、その利用価値が認識
され始めています。特に、独り暮らしの高齢者が成年後見制度を活用することで、近年多発している詐欺な
どのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。少しでも不安がある方や関心を抱いた方は、司法書士な
どの専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
　次回は、高梁市家族介護者の会の活動についてお話を伺ってきます。
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　在宅で高齢者等の介護をしている家族介護者を対象に、日帰りの「家族介護者交流事業」を行いま
す。家族介護者相互の交流とリフレッシュを図りませんか？ ぜひ、ご参加ください。

家族介護者交流会   家族介護者の皆さんリフレッシュしませんか？

　高齢期を健やかに迎えるために必要な健康増進の知識や、高齢者の支援・自立に向け役立つ介護
技術を習得するための講習会を開催します。

【日 時】２月28日㈯、３月７日㈯、３月14日㈯
　　　　　午前10時～午後４時（２月28日㈯のみ、午前９時40分から開校式）
【会 場】働く婦人の家（中原町1476-1）
【講 師】日本赤十字社岡山県支部の職員
【定 員】20人（３日間とも参加できる人に限ります。）
【申込方法】２月20日㈮までに働く婦人の家まで電話で申し込んでください。

■問い合わせ　　働く婦人の家　☎22-１６５０

働く婦人の家「介護実技講習会」

【展示名】冠句　　　　【期 間】２月１日㈰～２月28日㈯

高梁駅ふれあい連絡路へ作品を展示

■問い合わせ　　高梁文化協会　☎22-２１２５

　Information - イベント情報

【対象者】 市内在住で、介護保険の要介護度が要支援１以上の高齢者を在宅で介護している人
【行き先】兵庫県姫路市方面
【内 容】家族介護者の交流、姫路城見学など
【日 時】２月27日㈮
【負担金】一部実費負担があります。
【申込期限】２月13日㈮
【申込方法】   所定の申込用紙で保険課、各地域局へお申し込みください。※申込用紙は、保険課、各地域局、

各地域市民センター、各在宅介護支援センター、各居宅介護支援事業所に備えています。

【その他】参加当日の被介護者の介護サービスについては、担当のケアマネジャーにご相談ください。

■問い合わせ　　保険課地域包括支援係　☎21-０３００

消費生活展  ～できることから１歩ずつ～
　リサイクル作品の展示・販売や架空請求・悪徳商法に注意を促すポスター展
示など、賢い消費者になるための消費生活展を開催します。

【日 時】２月25日㈬　午前10時～午後２時30分
【会 場】ポルカ天満屋ハピータウン（１階セントラルコート）

■問い合わせ　　岡山県消費生活問題研究協議会高梁支部（市民課内）　☎21-０２５４


